
 

 

市町村の不法投棄防止施策                          

（令和７年 11 月１日現在） 

１ 条例の制定について 

 

 

 

２ 不法投棄監視連絡員等制度導入及び委嘱について 

（参考）長野県不法投棄監視連絡員の委嘱及び活動状況 

３ 不法投棄通報協定の締結について 

締結先 市町村数 備 考 

団 体 21  

郵便局 43  

企業等 2 
タクシー会社、 

新聞販売店 
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ポイ捨て等防止に関する条例 48 市町村 

放置自動車に関する条例 

又は要綱 

条 例 27 市町村 

要 綱 15 市町村 

市町村数及び委嘱人数 
R５ 

年度 

R６ 

年度 

R７ 

年度 

対前年

度比

(%) 

R７委嘱内容 市町村数 

 制度有市町村数 44 49 46 93.9 パトロールのみ 7 

 全委嘱人数※ 839 1,416 1,365 96.4 パトロールと回収 19 

 
うち市町村独自 

監視連絡員数 
269 310 261 84.2 そ の 他 5 

 
 パトロール 

月 の 平 均 

回数 95.3 

 時間 208.5 

地 域 

振興局 

佐

久 

上

田 

諏 

訪 

上

伊

那 

南

信

州 

木 

曽 

松 

本 

北
アル 

プス 

長  

野 

北  

信 
計 

パ  ト 

ロール 

延回数 

不 法 

投 棄 

発見数 

うち 

産廃 

関係 

R4 年度 13 8 9 11 17 8 10 8 8 8 100 5,497 1,445 4 

R5 年度 13 8 8 11 17 8 10 8 8 8 99 5,519 1,474 3 

R6 年度 13 8 8 10 17 8 10 8 8 8 98 5,774 1,313 8 

（フリーダイヤル）

第１６４号 

Ｒ８(２０２６) 

２.２ 

発行：長野県環境部 

   資源循環推進課 

※全委嘱人数には監視連絡員の他、環境美化監視員等含む。 



４ 職員によるパトロールの実施について 

実施市

町村数 

60 

実施頻度（月） 市町村数 

１～３ 37 

４～10 14 

11 以上 9 

５ 不法投棄防止看板等及び監視カメラの設置について 

 

 

 

６ 不法投棄通報アプリの導入状況 

状 況 
市町 

村数 
通報数 

導 入 済 3 一 廃 35 

未 導 入 74 産 廃 0 

    
うち今後

導入予定 
3   

７ その他不法投棄防止独自施策 

(１) 連携等 

   ・シルバー人材センター等への不法投棄パトロール及び回収委託 

   ・地域や企業によるアダプトプログラム※での美化活動等（※清掃等美化活動実   

    施団体の行政支援制度） 

   ・市民ボランティアによる不法投棄パトロール及び回収 

   ・自治会役員への依頼及び地域活動との連携（パトロールや処理等）や支援 

    ・警察（交番、駐在所）との連携 

 (２) 工作物等 

  ・花壇、音声警告器、林道ゲート（施錠）、トレイルカメラ等の設置 

(３) 広報・啓発他 

  ・広報誌、防災行政無線、ホームページ、ポスター・チラシ（多言語）等の啓発 

   物の配付 

  ・公用車による啓発（音声告知、マグネット表示） 

   ・各種キャンペーンの実施（住民によるごみ拾い活動等） 

 看 板 等 市町村数  監 視 カ メ ラ 市町村数 

不 法 投 棄 防 止 看 板 75 
１～４台設置 27 

 カメラ設置主体 

不法投棄防止フェンス  12 市町村独自 26 

不法投棄防止ネット 19 環 境 省 1 


